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第９ ハロゲン化物消火設備 

 

１ ハロゲン化物消火設備の使用抑制とリサイクルハロン 

ジブロモテトラフルオロエタン（以下この項において「ハロン 2402」という。）、ブロモクロ

ロジフルオロメタン（以下この項において「ハロン 1211」という。）及びブロモトリフルオロメ

タン（以下この項において「ハロン 1301」という。）を消火剤とするハロゲン化物消火設備は、

地球環境の保護の観点から設置を抑制しており、その設置にあたっては、原則として別記１「ハ

ロン消火剤を用いるハロゲン化物消火設備、機器の使用抑制につい て」によること。 

 

２ 全域放出方式 

ハロン 2402、ハロン 1211及びハロン 1301を消火剤とする全域放出方式のハロゲン化物消火

設備は、次によること。 

なお、HFC-227ea及び HFC-23を消火剤とするハロゲン化物消火設備については、別記２

「HFC-227ea及び HFC-23を消火剤とするハロゲン化物消火設備の技術基準」によること。 

⑴ 貯蔵容器等の設置場所 

消火剤の貯蔵容器又は、貯蔵タンク（以下この項において「貯蔵容器等」という。）の設置

場所は、政令第 17条第 4号及び省令第 20条第４項第４号の規定によるほか、第８．「不活性

ガス消火設備」．１．⑵によること。 

⑵ 貯蔵容器等 

貯蔵容器等は、省令第 20条第４項第４号の規定によるほか、次によること。 

ア 高圧ガス保安法令に適合するものであること。 

イ 加圧式貯蔵容器等に設ける省令第 20 条第４項第４号ロ及び第５項の放出弁は、「不活性

ガス消火設備等の放出弁の基準」（平成７年消防庁告示第１号）に適合すること。 

なお、放出弁は原則として認定品を使用すること。◆ 

⑶ 選択弁 

省令第 20 条第４項第 10 号の規定による選択弁は、第８．「不活性ガス消火設備」．１．⑷

を準用すること。 

⑷ 容器弁等 

省令第 20 条第４項第４号イ、第６号の２、第８号及び第 11 号に規定する容器弁、安全装

置及び破壊板（以下この項において「容器弁等」という。）は、「不活性ガス消火設備等の容

器弁、安全装置及び破壊板の基準」（昭和 51年消防庁告示第９号）に適合すること。 

なお、原則として認定品とすること。◆ 

⑸ 容器弁開放装置 

第８．「不活性ガス消火設備」．１．⑹を準用すること。  

⑹ 配管等 

省令第 20 条第４項第７号によるほか次によること。 

ア 起動の用に供する配管で起動容器と貯蔵容器との間には、誤作動防止のための逃し弁

（リリーフバルブ）を設けること。◆ 

イ ハロン 1301 を放射するものに使用する配管の口径等は、省令第 20 条第４項第 16 号に

基づく告示基準が示されるまでの間、５の消火剤放射時の圧力損失計算により算出された

配管の呼び径とすること。◆ 

⑺ 噴射ヘッド 

省令第 20 条第１項第４号に規定する噴射ヘッドは、「不活性ガス消火設備等の噴射ヘッド

の基準」（平成７年消防庁告示第７号）に適合すること。 
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なお、原則として認定品とすること。◆ 

⑻ 防護区画の構造等 

ア 第８．「不活性ガス消火設備」．１．⑼（キ、ケを除く。）を準用すること。 

イ 指定可燃物のうち、ゴム類等を貯蔵し、又は取り扱うものの防護区画の開口部は、階段

室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所に面して設けないこと。

◆ 

⑼ 制御盤等◆ 

第８．「不活性ガス消火設備」．１．⑾（イ．(ｱ)．ｇを除く。）を準用すること。 

⑽ 起動装置 

第８．「不活性ガス消火設備」．１．⑿を準用するほか、 

⑾ 音響警報装置 

省令第 20 条第４項第 13 号の規定によるほか、第８．「不活性ガス消火設備」．１．⒀を準

用すること。 

⑿ 放出表示灯 

省令第 20 条第４項第 14 号ハに規定する放出表示灯は、第８．「不活性ガス消火設備」．１． 

⒁（イを除く。）を準用すること。 

⒀ 注意銘板 

第８．「不活性ガス消火設備」．１．⒂を準用すること。 

⒁ 排出措置等 

放出された消火薬剤を安全な場所に排出するための措置を、第８．「不活性ガス消火設備」．

１．⒃の例により講じること。 

ただし、同⒃．ア．(ｲ)に定める開口部の大きさは、当該床面積の１％以上とすることがで

きる。 

⒂ 非常電源、配線等 

政令第 17 条第５号及び省令第 20 条第４項第 15 号の非常電源、配線等は、第４．「屋内

消火栓設備」．５を準用すること。 

 

３ 局所放出方式 

ハロン 2402、ハロン 1211及びハロン 1301を消火剤とする局所放出方式のハロゲン化物消火

設備は、次によること。 

⑴ 局所放出方式のハロゲン化物消火設備の設置場所 

局所放出方式のハロゲン化物消火設備は、駐車の用に供される部分、通信機器室、指定可

燃物を貯蔵し又は取り扱う防火対象物又はその部分以外の部分で、第８．「不活性ガス消火設

備」．２． ⑴に定める部分に設置することができるものであること。 

⑵ 貯蔵容器等の設置場所 

前２．⑴によること。 

⑶ 貯蔵容器等 

前２．⑵によること。 

⑷ 選択弁 

前２．⑶によること。 

⑸ 容器弁等 

前２．⑷によること。 

⑹ 容器弁開放装置 

前２．⑸によること。 
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⑺ 配管等 

前２．⑹によること。 

⑻ 噴射ヘッド 

前２．⑺によること。◆ 

⑼ 制御盤 

前２．⑼によること。ただし、遅延装置は設けないことができる。 

⑽ 起動装置 

前２．⑽によること。 

⑾ 音響警報装置 

前２．⑾によること。 

⑿ 排出装置等 

前２．⒀によること。 

⒀ 非常電源・配線等 

前２．⒁によること。 

 

４ 移動式 

ハロン 2402、ハロン 1211 及びハロン 1301 を消火剤とする移動式のハロゲン化物消火設備は、

第８．「不活性ガス消火設備」．３を準用すること。 

 

５ 消火剤放射時の圧力損失計算 

ハロン 2402、ハロン 1211及びハロン 1301を消火剤とするハロゲン化物消火設備の消火剤放

射時の圧力損失計算は、別記４「消火剤放射時の圧力損失計算基準」によること。配管等の圧力

損失計算等については、(社)日本消火装置工業会基準によること。 

 

６ 総合操作盤 

総合操作盤は、省令第 20条第４項第 17号の規定によること。 

 

７ いたずら等による消火剤の放出事故防止対策 

第８．「不活性ガス消火設備」．８を準用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記１ 



第９ ハロゲン化物消火設備 

第９－4 

 

ハロン消火剤を用いるハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について 

 

１ 使用抑制の主旨 

ハロゲン化物消火設備・機器に使用される消火剤であるハロン 2402、ハロン 1211及びハロン

1301（以下「ハロン消火剤」という。）の使用については、「オゾン層を破壊する物質に関するモ

ン トリオール議定書」において、オゾン層を破壊する特定物質（特定ハロン（ハロン 1211、ハ

ロン 1301及びハロン 2402））として指定され、必要不可欠な分野（クリティカルユース）に該

当しないものにあっては、使用を抑制するものである。 

なお、使用抑制は、法令によるものではないため、消防同意時等の際に防火対象物の関係者 

に対して周知を図ること。 

 

２ クリティカルユースの判断 

クリティカルユースの判断に当たっては、次の原則に従って判断を行うものとする。 

なお、クリティカルユースの判断を行った場合の使用用途の種類と、用途例については別表第

１による。 

⑴ 設置対象 

ア ハロン消火剤を用いるハロゲン化物消火設備・機器は、他の消火設備によることが適当

でない場合にのみ設置することを原則とする。 

イ 設置される防火対象物全体で考えるのではなく、消火設備を設置する部分ごとにその必

要性を検討する。 

ウ 人命安全の確保を第一に考え、人の存する部分か否かをまず区分して、ハロン消火剤の

使用の必要性について判断する。 

⑵ クリティカルユースの判断 

クリティカルユースに該当するか否かの判断は、次のとおり行うものとする。 

ア 人が存する部分の場合 

当該部分は、基本的にはガス系消火設備を用いないことが望ましいことから、水系の消

火設備（水噴霧消火設備・泡消火設備を含む。）が適さない場合に限り、ハロン消火剤を用

いることができることとする。 

イ 人が存しない部分の場合 

当該部分は、基本的にガス系消火設備を用いることが可能であることから、水系消火設

備及びハロン消火剤以外のガス系消火設備が適さない場合に限り、ハロン消火剤を用いる

こと ができるものとする。 

(ｱ) 「人が存する部分」とは、次の場所をいう。 

ａ 不特定の者が出入りするおそれのある部分 

① 不特定の者が出入りする用途に用いられている部分 

② 施錠管理又はこれに準ずる出入管理が行われていない部分 

ｂ 特定の者が常時介在する部分又は頻繁に出入りする部分 

① 居室に用いられる部分 

② 人が存在することが前提で用いられる部分（有人作業を行うための部分） 

③ 頻繁に出入が行われる部分（おおむね１日２時間以上） 

(ｲ) 水系の消火設備が適さない場合 

ａ 消火剤が不適である（電気火災、散水障害等）。 

ｂ 消火剤が放出された場合の被害が大きい（水損、汚染の拡大）。 

ｃ 機器等に早期復旧の必要性がある（水損等）。 
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ｄ 防護対象部分が小規模であるため、消火設備の設置コストが非常に大きくなる。 

(ｳ) ハロン以外のガス系消火設備が適さない場合 

ａ 消火剤が放出された場合の被害が大きい（汚損、破損（他のガス系消火剤による冷

却、 高圧、消火時間による影響等）、汚染の拡大（原子力施設等の特殊用途に用いる

施設等 で室内を負圧で管理している場所に対し、必要ガス量が多いこと等））。 

ｂ 機器等に早期復旧の必要性がある（放出後の進入の困難性等）。 

 

３ 留意事項 

⑴ クリティカルユースの当否の判断は、新たにハロン消火剤を用いるハロゲン化物消火設備・ 

機器を設置する場合に行うものとし、既設のハロゲン化物消火設備・機器は対象としない。 

この場合、当該消火設備・機器へ充填するハロン消火剤はクリティカルユースとして取り

扱い、当該消火設備・機器が設置されている防火対象物の部分等において大規模な改修等が

行われる機会に適宜見直しを行うよう指導すること。 

⑵ 消防法令に基づく義務設置の消火設備・機器のほか、消防法令に基づく他の消火設備の代替

として設置されるものも、これらの考え方にクリティカルユースの当 否の判断を行い、該当

しないものは抑制の対象とすること。 

 

４ 代替消火設備・機器について 

ハロゲン化物消火設備・機器の代替消火設備・機器は、別表第２及び別表第３によるほか、次

により指導するものであること。 

⑴ 自走式の駐車場（移動式の消火設備を設置できるものを除く。）に設置する設備は、努めて 

泡消火設備等の水系の消火設備とすること。 

⑵ 不活性ガス消火設備は、主に機械式駐車場（防護区画内に人が乗り入れるものを除く。）、 

受変電室、設備機械室等常時無人であるか又は保守関係要員等の特定の者のみが出入する施設 

を対象とし、当該消火設備を設ける防護区画は努めて小区画とすること。 

⑶ 防火対象物又はその部分で、次の施設にあっては政令第 32条及び条例第 47条の規定（以下

「特例」という。）を適用して、スプリンクラー設備を設置することができる。 

ア 政令別表第１に掲げる防火対象物の通信機器室で、床面積が 500㎡以上のもの。 

イ 政令別表第１に掲げる防火対象物の地盤面からの高さが 31ｍを超える階に存する通信機

器室、電子機器室、電子顕微鏡室その他これらに類する室 

ウ 政令別表第１に掲げる防火対象物の厨房部分で、床面積が 200㎡以上のもののうち、第

26.「フード等用簡易自動消火装置」．５．⑴によりフード等用自動消火装置を設置した場

合 

⑷ 防火対象物又はその部分で、次の施設に散水時の二次災害の発生防止措置を講じた場合には、

特例を適用して水噴霧層化設備を設置することができる。 

ア 政令別表第１に掲げる防火対象物の発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設

置されている部分で、床面積が 200㎡以上のもの 

イ 政令別表第１に掲げる防火対象物の存する場所のうち、次の(ｱ)から(ｴ)に掲げるもの 

(ｱ) 油入機器を使用する特別高圧変電設備のある場所 

(ｲ) 油入機器を使用する全出力 1,000kW以上の高圧又は低圧の変電設備のある場所 

(ｳ) 全出力 1,000kW以上の発電設備のある場所 

(ｴ) (ｱ)から(ｳ)以外の無人の変電設備又は発電設備のある場所 

ウ 政令別表第１に掲げる防火対象物の地盤面からの高さが 31ｍを超える階に存する発電機、

変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所 
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⑸ 防火対象物又はその部分で、第８．「不活性ガス消火設備」．別記Ⅰによりガス系消火設備を

設置することができる。 

 

５ リサイクルハロン及びデータベースに関する連絡先 

⑴ 名 称 特定非営利活動法人 消防環境ネットワーク 

⑵ 所 在 東京都港区西新橋 2-18-2 NKKビル 

⑶ 連絡先 TEL 03-5404-2180 
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２ 貯蔵容器の設置場所 

  貯蔵容器の設置場所は政令第 17条第４項及び省令第 20条第４項第４号の規定によるほか、第

８．「不活性ガス消火設備」．１．⑵を準用すること 

 
５ 選択弁 

  選択弁は、省令第 20条第４項第 10号の規定によるほか、第８．「不活性ガス消火設備」１． 

⑷を準用すること。 

６ 容器弁等 

  容器弁等は、第８．「不活性ガス消火設備」１．⑸を準用すること。 

７ 容器弁開放装置 

  第８．「不活性ガス消火設備」．１．⑹を準用すること。 

 
９ 噴射ヘッド 

  噴射ヘッドは、省令第 20条第１項第４号の規定によるほか、第９．「ハロゲン化物消火設備」

２．⑺によること。 

10 防護区画の構造等 

  防護区画は、政令第 17 条第１号で規定するところの政令第 16 条第１号（ただし書きを除く。）

省令第 19 条第５項第３号及び第４号イの規定並びに第８．「不活性ガス消火設備」．１．⑼（キ、

ケを除く。）によるほか、次によること。 
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11 制御盤等 

  第８．「不活性ガス消火設備」．１．⑾（イ．(ｱ)．ｇを除く。）を準用すること。 

12 起動装置 

  起動装置は、省令第 20条第４項第 12号の２ロの規定によるほか、次によること。 

 ⑴ 起動方式の区分単位 

第８．「不活性ガス消火設備」．１．⑿．アを準用すること。 

  

 ⑶ 機器 

   手動機器装置の操作箱は第８．「不活性ガス消火設備」．１．⑿．エを準用すること。 

 ⑷ 自動式の機器装置 

   第８．「不活性ガス消火設備」．１．⑿．カを準用すること。 

 ⑸ 起動用ガス容器は、省令第 20条第４第 12号の規定によるほか、３．⑴によること。 

13 音響警報装置 

  省令第 20条第４第 13号の規定によるほか、第８．「不活性ガス消火設備」．１．⒀を準用す

ること。 

 

15 注意銘鈑 

  第７．「不活性ガス消火設備」１．⒂を準用すること。 

16 排出措置等 

  省令第 19条第５項第 18号の規定を準用するほか、第７．「不活性ガス消火設備」．１．⒃を

準用すること。 

17 非常電源・配線等 

  非常電源・配線等は、政令第 16条第６号並びに省令第 19条第５項第 20号及び 21号による

ほか第８．「不活性ガス消火設備」１．⒄を準用すること。 



第９ ハロゲン化物消火設備 

第９－12 

 

 

 

  第８．「不活性ガス消火設備」．８を準用すること。 


